
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

確定拠出年金制度は、長期化する高齢期の経済基盤を充実できるよう、また、中小企業を含むより多くの企

業や個人が制度を活用できるよう、制度の見直しが行われました。2022 年度に施行される改正内容は次のと

おりです。 

 

鶴留社会保険労務士事務所 

社会保険労務士 鶴留 舞 

〒820-0067 飯塚市川津 693-47-1F 

TEL：０９４８－２８－２４４４ 

FAX：０９４８－２８－２４４８ 

鶴留社労士事務所だより 

2022 年  3 月号 

◆４月施行Ü受給開始時期の上限が 75 歳に延長 

2022 年４月から企業型 DC と iDeCo の老齢給付金の受給開始時期を 60 歳（加入者資格喪失後）から 75

歳までの間で、ご自身で選択することができます。 

◆５月施行Ü企業型 DC の加入可能年齢の拡大 

現在、企業型 DC に加入することができるのは 65 歳未満の方ですが、2022 年５月から 70 歳未満の方ま

で拡大されます。ただし、企業によって加入できる年齢などが異なります。 

◆10 月施行Ü企業型 DC 加入者が iDeCo に加入しやすくなる 

現在、企業型 DC に加入している方が iDeCo に加入するには、各企業の労使の合意が必要ですが、2022 年

10 月から原則加入できるようになります。 

ただし、企業型 DC の事業主掛金と iDeCo の掛金、これらの合計額がそれぞれ以下のとおりであることが必

要です。また、企業型 DC において加入者掛金を拠出（マッチング拠出）している場合などには、iDeCo に加

入できません。 

【企業型 DC に加入している方が iDeCo に加入する場合】 

・企業型 DC の事業主掛金（①）→55,000 円以内 

・iDeCo の掛金（②）→20,000 円以内 

・①＋②→55,000 円以内 

【企業型 DC と確定給付型（DB、厚生年金基金など）に加入している方が iDeCo に加入する場合】 

・企業型 DC の事業主掛金（①）→27,500 円以内 

・iDeCo の掛金（②）→12,000 円以内 

・①＋②→27,500 円以内 

2022 年の確定拠出年金はどう変わる？

◆５月施行ÜiDeCo の加入可能年齢の拡大 

現在、iDeCo に加入できるのは 60 歳未満の公的年金の被保険者ですが、2022 年５月から 65 歳未満に拡

大されます。 



 
 

 

 

 

 

 

  

◆行動面接（ＳＴＡＲ面接）とは？ 

Situation（状況：どのような場面で）、Task（任務：どのような任務があり）、Action（行動：どのように行動して）、

Result（結果：どんな成果があったか）といった過去の行動を質問し分析するやり方を、行動面接といい、それぞれの頭

文字をとって「ＳＴＡＲ」面接といいます。 

◆いま注目の採用手法 

Google や Amazon の採用手法として、「行動面接（ＳＴＡＲ面接）」というメソッドが注目を集めています。応募者

の過去の行動特性や価値観、思考パターンなどが探れ、雇用のミスマッチ防止につながるといわれています。 

コロナ禍で Web 面接が主流となり、対面と比べ、人柄がわかりづらいというデメリットもカバーできるということで、

気になっている企業も多いのではないのでしょうか。 

◆導入の際の留意点 

面接官にとっては、質問を掘り下げることによって応募者の特性や性格などがわかり、また応募者にとっても、本音で

回答しやすいというメリットがあります。 

導入を検討する際は、企業側の評価基準をきちんと確立させ、質問の意図が明確になるように準備し、欲しい人材を合

理的に見極められるように面接官同士の意識も共通させておく必要があるでしょう。 

【株式会社 Parame「ＳＴＡＲ面接（行動面接）とは？メリットや実施のポイント、質問例を紹介」】 

https://parame.jp/saiyou-mikata/star-interview/ 

【株式会社ミツカリ「行動面接（ＳＴＡＲ面接）の手法とは？Google の採用面接から学ぶ」】 

https://mitsucari.com/blog/star_interview/ 

【帝国データバンク「オミクロン株の感染拡大を踏まえた事業継続計画（ＢＣＰ）に関する企業の動向アンケート」】 

https://www.tdb-di.com/special-planning-survey/oq20220118.php 

注目の行動面接（ＳＴＡＲ面接）とは 

◆「オミクロンを機に策定」が約３割 

帝国データバンクが行った調査の結果による

と、ＢＣＰ（事業継続計画）を策定していなかっ

た企業のうち 28.7％で、新型コロナのオミクロ

ン株拡大を機に策定を検討しているそうです。一

方、策定予定のない企業も 24.3％となっていま

す。 

ＢＣＰ策定済みの企業は 38.0％ありましたが、

うち 20.6％は見直しの予定はないとのことで、

対応にはバラツキも見られるようです。 

◆平時において危難のときを思う 

オミクロン株については、これまでに比べて持病のある高齢者

等以外では重症化する割合は少ないともみられており、これまで

の対応のままで様子見という企業も多いのでしょうか。 

ただ、ＢＣＰは感染症対策だけではなく、災害、システム障害

や不祥事といった危機的状況にも備えるものです。コロナ対応が

一段落しているのであれば、次の対策にも取り組みましょう。地

震・火山噴火等、災厄はまさかというタイミングにこそ起きがち

です。平時において危難のときを思う、の心掛けで備えておくべ

きでしょう。 

BCP（事業継続計画）に対する企業の意識 

◆会社の責任として 

ＢＣＰは、会社が被る甚大な影響を防ぐ目的もありますが、社員の安全配慮義務がある会社の責任として取り組み、

状況に合わせて継続的に見直していく必要があります。見直しの過程で、業務の非効率な部分や無駄なものも発見でき

るかもしれません。 

取引先からの信頼が向上したり、税制上の優遇につながったりする場合もありますので、この機会に策定に取り組ん

でみてはいかがでしょうか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆事業復活支援金とは？ 

 事業復活支援金の申請受付が開始されました。新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・

小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されるものです。申請期間

は５月 31 日までとされ、給付上限額は、中小企業で最大 250 万円、個人事業者で最大 50 万円です。 

 以下の①②を満たす事業者が、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。 

① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 

② 2021 年 11 月～2022 年３月のいずれかの月の売上高が、2018 年 11 月～2021 年３月までの間の任意の

同じ月の売上高と比較して 50％以上または 30％以上 50％未満減少した事業者 

◆申請方法 

 登録確認機関による事前確認の後、事業復活支援金事務局が設置する申請用のＷＥＢページから申請できます。な

お、一時支援金または月次支援金の既受給者は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。また、オン

ラインでの申請が困難な方向けに、申請のサポートを行う会場が全国に設置されています。 

【経済産業省「中小法人・個人事業者のための事業復活支援金」】 

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/ 

 

事業復活支援金の申請受付がスタート 

◆給付対象外の例 

 「①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者」ではないと判断される例として、以下のものが挙げられて

います。 

・実際に事業収入が減少したわけではないにもかかわらず、通常事業収入を得られない時期（事業活動に季節性があ

るケース（例：夏場の海水浴場）における繁忙期や農産物の出荷時期以外など）を対象月とすることにより、算定

上の売上が減少している場合 

・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合 等 

 そのほか、持続化給付金等で不正受給を行った者、公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のあ

る者、政治団体、宗教法人は給付対象外としています。 

 

中小企業でも被害が急増中！「ランサムウェア」対策を講じておきましょう！ 

◆中小企業こそ「ランサムウェア」対策が必要 

「ランサムウェアの対象は大手企業」と思われがちです

が、中小企業ほど警戒すべきといえます。今や業務でパソコ

ンやインターネットを利用するのは当たり前のことです

が、セキュリティが堅牢な大企業に比べ、中小企業ではまだ

まだセキュリティ意識が低いことが多く、またセキュリテ

ィ強化のための予算や人材を確保しづらいといった理由か

ら、ランサムウェアが侵入しやすい状況となっているため

です。実際、警察庁の前記統計では、79 件の中小企業が被

害に遭っていました。“我がこと”として対策を講じておか

なければなりません。 

 

◆増える「ランサムウェア」被害 

 被害相談は 33 都道府県で 146 件に上り、統計を取り始めた一昨年（４月～12 月）の 23 件から急増しました。 

ランサムウェアは、システムに侵入して、データを暗号化する、閲覧・編集権限を剥奪するなどによりデータを使用

不能にし、その復旧の見返りとして身代金を要求するウイルスです。身代金の支払いに応じなければデータを公開する

との脅迫がなされることもあります。 

◆必要な「ランサムウェア」対策 

対策として最も有効なのは、セキュリティソフトを

導入することです。ただし、セキュリティソフトは未知

のものには機能しませんので、定期的にアップデート

を行いましょう。また、ライセンスの期限にも注意が必

要です。 

ランサムウェアではデータが暗号化等されることに

より、業務に必要なデータが使用できなくなって業務

に支障が生じることも考えられます。万が一の事態に

備えて、重要なデータは常にバックアップを取ってお

くことも大切です。 

 



 

 

 

 

３月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 
 
10 日 
〇 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 
〇 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 
 
16 日 
〇 個人の青色申告承認申請書の提出＜新規適用のもの＞［税務署］ 
〇 個人の道府県民税および市町村民税の申告［市区町村］ 
〇 個人事業税の申告［税務署］ 
〇 個人事業所税の申告［都・市］ 
〇 贈与税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］ 
〇 所得税の確定申告期限［税務署］ 
〇 確定申告税額の延納の届出書の提出［税務署］ 
〇 財産債務調書、国外財産調書の提出 
〇 総収入金額報告書の提出［税務署］ 
 
 
31 日 
〇 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
〇 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 
〇 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 
〇 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 
〇 個人事業者の消費税の確定申告期限［税務署］ 
 


